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高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制

◆クーリング・オフ制度をご存じですか？
「契約してしまったけれど、やはりやめたい・・・」。クーリング・オフは、契約をした後、

消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約解除できる制度です。

いったん成立した契約はお互いに守なければならず、一方的に解除でき

ないという原則があります。しかし、事業者の突然の訪問や、電話で、不

意打ち的に勧誘され、考える時間もなく契約してしまった場合は、消費者

は非常に不利な立場に置かれてしまいます。そのため、特定商取引法では、

一定の契約については、クーリング・オフ制度を設けています。

〈クーリング・オフできる契約の例〉（ ）内は、期間※

○訪問販売…消費者の自宅などで行う商品・サービスの契約（８日間）

○電話勧誘販売…事業者が電話勧誘で申し込みを受ける商品・サービスなどの契約（８日間）

○特定継続的役務提供…5万円を超える「エステ、一定の美容医療、語学教室、家庭教師、学習

塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス」の契約（８日間）

○訪問購入…事業者が消費者の自宅などを訪ねて物品を買い取る契約（８日間）

○連鎖販売取引…「会員になって他の人を販売員にすると、あなたも収入が得られる」と勧誘

し、商品を買わせたりサービスを受けさせたりする契約。いわゆるマルチ商法（２０日間）

○業務提供誘引販売取引…「仕事を提供するので収入が得られる」と勧誘し、仕事に必要である

として商品を買わせたりサービスを受けさせたりする契約（２０日間）

○通信販売や店舗での購入は、じっくり考えてから契約を決めることができるので、クーリン

グ・オフの対象にはなりません。

※期間は、契約書または申込書を受け取った日を 1日目（起算日）として数えます。書面の記

載内容に不備がある場合や、事業者によるクーリング・オフの妨害があった場合などは、期間

を過ぎていてもクーリング・オフが可能です。

★クーリング・オフについて不明な点は、消費生活センターへお問い合わせください。

中野区消費生活センター 中野区中野４－８－１（区役所１階２４番窓口）
相談受付電話 ０３（３３８９）１１９１ FAX ０３（３３８９）１１９９
相談受付時間 月～金曜日 ９時３０分～１６時（土日・祝日・年末年始は休み）
ｅメールアドレス shohiseikatusenta@city.tokyo-nakano.lg.jp
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見守りを必要としている高齢者への注意喚起をお願いします。

裏面にて、（独）国民生活センターの「見守り新鮮情報」をお届けします。




